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メンタルヘルス休職者比率と利益率の関係 

いずれの企業群も2007 年以降、リーマンショックによる景気後退の影響も

あって、売上高利益率が大きく減少していることがわかる。しかし、その減
少の度合いは、メンタルヘルス休職者比率が上昇した企業ほど大きい。 

メンタルヘルスの不調の影響はすぐには生じないが、数年かけて企業の
利益率を押し下げる影響を有している可能性が指摘できる。 

2004 年から2007 年にかけて、メンタルヘル
ス休職者比率が、「0%、0～0.5%、0.5～1.0%、
1.0～2.0%、2.0～3.0%、3.0%以上」の階級値

間で増加した企業をメンタルヘルス休職者比
率上昇企業と分類。 

（出典）「企業における従業員のメンタルヘルスの状況と企業業績－企業パネルデータを用いた検証－」
（独立行政法人経済産業研究所 黒田祥子（慶應義塾大学）、山本勲（早稲田大学）） 

（注） 
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健康経営に関する全米病院協会報告書の勧告 
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勧告1：コミュニティにおけるロールモデルとして機能すること 
 
勧告2：健康な生活に関する組織文化を創造すること 
 
勧告3：多様な健康増進プログラムを提供すること 
 
勧告4：プラス又はマイナスのインセンティブを提供すること 
 
勧告5：従業員の参加度及び成果を測定すること 
 
勧告6：ＲＯＩ（費用対効果）を測定すること 
 
勧告7：持続可能性を重視すること 

全米病院協会（AHA）が2001年に公表した報告書（A Call to Action:Creating a Culture 
of Health）の中で、病院において健康経営を進める上での留意点を示したもの。 



障害者雇用で職場のメンタルヘルス環境が改善 
（障害者雇用を進めた会社の声） 

○職場が明るくなり、風通しが良くなる 

  ・元気な挨拶で職場のコミュニケーションも改善 

○仕事に対する真面目な姿勢に感銘 

  ・職場の同僚の働く姿勢も変えてしまう 

○仕事の切り出しで業務の効率化も進む 

  ・役割分担で同僚の自己効力感も高まる 

○各人のできる部分に目を向けるようになる 

  ・見捨てない文化で職場復帰もしやすくなる 

 

職場のメンタルヘルス環境が改善 
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障害者雇用と健康経営のつながり 

障害者雇用の経験 

障害者等の活躍支援の枠組みが「一億総活躍社会の実現」
に向けた政府の「働き方改革」の中に位置づけられた 

健康経営 
人材集まる・生産性向上⇒企業の成長 

職場のメンタルヘルス環境改善 
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障害者雇用の
状況は職場の
メンタルヘルス
環境の指標 

障害者が安定して
働ける環境にする
ことでメンタルヘル
ス環境が改善 



• 元気な挨拶 

• 礼儀正しい振る舞い 

• ひたむきに働く姿勢 

 

 

• 職場のメンタルヘルス環境が改善する 
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• 職場が明るくなる 

• 職員間のコミュニケーションがよくなる 

• 職員の働く姿勢にも影響 

職場の雰囲気の改善 



看護現場の声１ 

• 当院では、医療スタッフや研究者などが多数働いていますが、
これまではお互いに面識はあるものの、挨拶を交わすことが
ほとんどないような職場でした。 

• 障害者雇用を開始したところ、障害のあるスタッフたちは、廊
下ですれ違う人に元気よく「おはようございます」「こんにち
は」と挨拶して歩き、執務室に出入りする際にも「失礼しま
す」、「失礼しました」と礼儀正しく挨拶をします。 

• 初めは戸惑っていた職員も、次第に「おはよう」「今日もよろ
しく」「有難う」と挨拶を返すようになっていきました。彼らの明
るく礼儀正しい挨拶によって、いつの間にか職員間でも挨拶
が交わされるようになり、雰囲気の良い職場に変わっていき
ました。 
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看護現場の声２ 

• 当院の看護スタッフは、がんの先進的な治療に携わることに誇
りを持って働いていますが、そのような職場であればこそ、なお
さら人の気持ちが分かるような人でいて欲しいと願っています。 

 

• 知的障害のあるスタッフと日常的に話を交わす機会があること
は、有機的な人間関係を作る意味でも良い影響を与えてくれて
いると思います。これも障害者雇用の思いがけないプレゼント
なのかと感じています。 
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  法定雇用率の対象となる障害者の範囲の変遷 

昭和51年 
10月 

昭和63年 
4月 

平成10年 
7月 

平成18年 
4月 

実雇用率に追加 
 

精神障害者を雇用した場合
は、身体障害者又は知的障
害者を雇用した者とみなす。 

 

実雇用率に追加 
 

知的障害者を雇用した
場合は身体障害者を雇
用した者とみなす。 

法定雇用率の算定基礎の対象 
「身体障害」のみ 

 昭和51年、身体障害者を対象とする雇用率制度を創設。平成10年には、知的障害者を法定雇用率の算定

基礎の対象に追加。さらに、平成30年４月から、精神障害者を法定雇用率の算定基礎の対象に追加（※）。 

 
※ 施行後５年間は激変緩和措置として、身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率と身体障害者・知的
障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率との間で政令で定める率とする。 

法定雇用率の算定基礎の対象 
「身体障害」と「知的障害」 

法定雇用率の算定
基礎の対象 

「身体障害」と「知的
障害」と「精神障害」 

平成30年 
4月 

各企業が雇用する障害者の割合（実雇用率）を計算する
際の対象には、知的障害者を昭和63年に、精神障害を平
成18年に追加。 

精神障害者 

知的障害者 

身体障害者 
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 医療業では従業員数の3割を除外する特例措置（除外率制度：
現行3割）が適用されるため、雇用必要な障害者数は以下の計算
式により求める。 

 

 

 精神障害者が法定雇用率の算定基礎に追加されるのに伴い、
平成30年4月1日に2.2％（JCHOは2.5％）に引き上げられ、3年を経
過する日より前に2.3％（JCHOは2.6％）に引き上げられる。 

 

 このため、現在は法定雇用率を達成している事業所でも、離職後
の補充分に加え、更に雇用を進めないと未達成状態になる可能性。 
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 雇用必要数＝常用労働者数×（1－0.3）×0.023（小数点以下切り捨て） 

法定雇用率の引き上げ 
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障害者雇用を通じて看護管理職に 
学んでほしいこと 

 

（１）病院スタッフが働きやすい職場づくりという視点 

   （看護業務の効率化） 

 

（２）合理的配慮という視点（サービスの質の向上） 

 

（３）一人一人の能力を最大限に活かす視点 
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③働きやすさ確保のための環境整備 
に関する項目（例） 

業務手順・ストレス軽減 

記録や書類作成の簡素化、補助職の導入等を進め、職員
が専門職としての業務に専念できるようにする。 

物品・カルテ・文書類の整理整頓をすすめて、心身に負担
の少ない取り扱い方法を検討する。 

気持ちのよい仕事の進め方 

互いに積極的に挨拶をし、良好な人間関係を保つ。 

勤務環境の改善 

院内に明るくきれいで快適な休憩室や当直室を確保する。 

（参考）勤務環境セルフチェックリスト（簡易版）から抜粋 

（例） 

（例） 

（例） 

（例） 
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業務の効率化という視点 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発行の「働く広場」2012年12月号から転載 



「専門職に歓迎される障害者雇用」とは？ 

 

従来、看護師等の職員が業務の片手間に 

行っていた作業を切り出し、 

障害のあるスタッフが行う業務として 

集中・再編成することによって、 

国家資格が必要な業務に専念できる 

専門職から歓迎され、 

医療機関の業務の効率性が向上するような 

障害者雇用 
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専門職の負担が軽減される 

 障害者雇用が進んでいる事業所では、障害のあるスタッフが
従事する仕事を切り出す過程で、業務の見直し・再編が進み、
全体として業務の効率化が進んでいる。 

 

 看護師・薬剤師等が毎日行う仕事の中には、国家資格を有す
る職員が行う必要のないものも含まれており、障害者雇用を始
めることで、こうした作業から解放されれば、国家資格を活かす
業務に専念できる。 

 

 障害者雇用を進めることにより、業務の効率化が進み、職場
の働く環境が改善されれば、職員の満足度も高まり、看護師等
の離職も減り、新たな人材確保もしやすくなる。医療機関の経
営上のメリットも大きい。 
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業務の切り出し 

 ハローワークを通じた就職数のうち身体障害は3割に過ぎず、

今や知的障害や精神障害（発達障害を含む）も視野に入れた
人材確保を考えないと、法定雇用率の達成は難しい。 

 

 そのためには、業務を再整理して、比較的単純な作業に整理
する「業務の切り出し」が不可欠。この過程で、業務の内容が詳
細に把握されるため、業務の効率化を進める契機にもなる。 

 

 検討段階から看護部長等に参加してもらい、病棟や外来の業
務負担を軽減するため、看護師等でなくてもできる単純作業を
切り出し、それを障害のあるスタッフの仕事とすれば、「専門職
に歓迎される障害者雇用」が自然な形で実現できる。 
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障害特性の理解 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成している障害別の雇用マ
ニュアル（コミック版）は、障害特性に対する理解や雇用事例を分かりやすく紹介
しており、事業所に対する支援でも活用できる。 
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